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唐津市社会福祉協議会居宅支援唐津事業所 

 障害福祉サービス事業利用重要事項説明書   

 

 あなたに対する障害福祉サービス事業利用サービス提供開始にあたり、指定障害福祉サービ

ス事業運営規程第２条に基づいて当事業者があなたに説明すべき事項は次のとおりです。 

 

１．事業者 

事 業 者 の 名 称    社会福祉法人唐津市社会福祉協議会 

事 業 者 所 在 地   佐賀県唐津市二夕子３丁目１５５番地４ 

法 人 の 種 別   社会福祉法人 

事 業 者 代 表 者 氏 名   会 長  笹 山 茂 成 

電 話 番 号   （０９５５)  ７０－２３３５ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号   （０９５５)  ７５－６５６５ 

  

 ２．御利用施設及び実施する事業 

事 業 所 の 名 称 唐津市社会福祉協議会居宅支援唐津事業所       

事 業 所 の 所 在 地 佐賀県唐津市二夕子３丁目１５５番地４                  

管 理 者 氏 名 平 山 悦 子                   

電 話 番 号 （０９５５)  ７０－２３３５              

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 （０９５５)  ７５－６５６５              

実 施 地 域 唐 津 市                     

事 業 の 種 類 佐賀県知事の事業者指定年月日及び番号 利用定員 

居 宅 介 護 平成18年10月１日 
４１１０２００１５３ ４０人／月 

同 行 援 護 平成24年５月１日 

  

 ３．事業の目的および運営方針 

１ 利用者が居宅において、日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護

   その他の生活全般にわたるサービスを提供します。 

２ 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスを提供しま 

す。 

３ 地域との結び付きを重視し市町、他の居宅支援事業所、その他保健医療サービス及び 

福祉サービスを提供する者との連携に努めます。 

 

４．職員の職種、人数及び職務内容                （令和７年６月１日現在） 

 

職 員 の 職 種 

 

 

員数 

 

区    分 常勤換算を 

した場合の 

人  員  数 

 

職  務  内  容 

 

常 勤 非 常 勤 

専従 兼務 専従 兼務 

管      理      者 １  １   
 

 

訪問介護員の業務の総括管理 

指揮命令他         

サービス提供責任者 ２   ２   

 居宅介護に関する連絡調整 

訪問介護員に対する指示 

居宅介護サービス提供 

訪  問  介  護  員 19  ４  15  居宅介護サービス提供 
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５．営業日及び営業時間 

営  業  日 

 

 月曜日から金曜日まで 

 ただし、祝日及び１２月２９日から１月３日を除く 

 営 業 時 間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

サ－ビス提供日  毎日 

サ－ビス提供時間 

 

 

 早 朝  午前６時から午前８時まで 

 昼 間   午前８時から午後６時まで（平常の時間帯） 

 夜 間    午後６時から午後10時まで 

 

６．居宅介護の提供方法及び内容 

 主たる対象者 

 

（指定居宅介護）身体障害者、知的障害者、障害児及び精神障害者 

（指定同行援護）身体障害者及び障害児 

 利用申し込み 

 

 

 

 指定障害福祉サービスの提供に関する問い合わせ又は、利用申し込みは

文書、電話及び事務所への来所により受付けます。 

  その際に唐津市役所障害者支援課より交付された『障害福祉サービス受

給者証』の確認をします。 

 

 居宅介護計画の 

 作成 

 

 あなたの居宅を訪問し、障害福祉サービス受給者証に記載してあるサー 

ビス種別、支給量を確認します。その内容と利用者やその家族の意向をふ 

まえながら具体的な居宅介護を記載した居宅介護計画を作成します。  

利用者に直接支援するサービス内容に限ります。 

  具体的なサービスの提供内容                  

    あなたの居宅を訪問し、居宅介護計画に沿って次のサービスを提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 身体介護 

 サービス 

 

 

 

身体に関することの介助をします。 

○入浴介護･･･自宅のお風呂で入浴の介助をします｡   

○清拭･･･入浴が困難な方は体を拭きます。 

○排泄介助･･･排せつの介助、オムツ交換をします。 

○食事介助･･･食事の介助をします。  

○衣類着脱介助･･･着替えの介助をします。 

  

 家事援助 

  サービス 

 

 

 

 

 

 

 

家事に関する援助をします。 

○調理･･･利用者の食事の用意を行います。 

       （家族分の調理は行いません。） 

○衣類の洗濯・補修･･･利用者の衣類等の洗濯を行います。 

       （家族分の洗濯は行いません。） 

○住居等の掃除・整理整頓･･･利用者の居室の掃除を行います。 

       （利用者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除は行いません。） 

○生活必需品の買い物･･･利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を

    行います。 

       （預金･貯金の引き出しや預け入れは行いません。） 

同行援護・ 

通院介助・ 

外出介助 

サービス 

通院及びに外出に関する支援をします。 

○視覚的情報の支援（代筆代読等）を行います。 

○移動時及び外出先において必要な移動の援護を行います。 

○通院及び外出する際に必要となる援助を行います。 

 加算対象 

 サービス 

以下のサービスについては介護報酬の加算対象になっています。 

○特別地域加算 
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  居宅介護を利用する場合、所定利用料金の１５％を加算した利用料金

  を負担していただきます。 

〇特定事業所加算Ⅱ 

    居宅介護を利用する場合、所定利用料金の１０％を加算した利用料金

  を負担していただきます。 

○初回加算 

    新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して初回に実施した居宅介 

    護サービスと同月内にサービス提供責任者が自ら居宅介護サービスを 

  提供する場合又は、他の訪問介護員等が居宅介護サービスを行う際に 

  同行した場合に加算をいただきます。 

○緊急時対応加算 

    利用者やその家族からの要請を受けてサービス提供責任者や又は、そ

  の他の訪問介護員が居宅介護計画にない介護（身体介護）を行った場

  合に加算をいただきます。月２回まで利用できます。 

〇福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ 

    利用者全員が対象です。基本報酬単位数に乗じた額が加算されます。 

 

７．利用料及びその他の費用 

  居宅介護利用料金の大部分（通常９割）が国民健康保険連合会から支払われます。利用者

にお支払いいただく利用者負担額は居宅介護利用総費用額の１割ですが、利用者負担上限月

額により決まります。 

居宅介護利用料金  平常の時間帯（午前８時から午後６時）での料金は次のとおりです。  

 

≪身体介護≫ 

利用料内訳 

利用時間内訳 
①利用料 ②給付される額 

利用に係る自己

負担額(①－②) 

30分未満 ２,５６０円 ２,３０４円 ２５６円 

30分以上１時間未満 ４,０４０円 ３,６３６円 ４０４円 

１時間以上１時間30分未満 ５,８７０円 ８,２８３円 ５８７円 

１時間30分以上２時間未満 ６,６９０円 ６,０２１円 ６６９円 

２時間以上２時間30分未満 ７,５４０円 ６,７８６円 ７５４円 

 

≪家事援助≫ 

利用料内訳 

利用時間内訳 
①利用料 ②給付される額 

利用に係る自己

負担額(①－②) 

30分未満 １,０６０円 ９５４円 １０６円 

30分以上45分未満 １,５３０円 １,３７７円 １５３円 

45分以上１時間未満 １,９７０円 １,７７３円 １９７円 

１時間以上１時間15分未満 ２,３９０円 ２,１５１円 ２３９円 

１時間15分以上１時間30分未満 ２,７４０円 ２,４７５円 ２７５円 

１時間30分以上(343単位に15

分増すごとに＋35単位) 

３,１１０円 

＋３５０円 

２,７９９円 

＋３１５円 

３１１円 

＋３５円 
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≪通院等介助・身体を伴う場合≫ 

利用料内訳 

利用時間内訳 
①利用料 ②給付される額 

利用に係る自己

負担額(①－②) 

30分未満 ２,５６０円 ２,３０４円 ２５６円 

30分以上１時間未満 ４,０４０円 ３,６３６円 ４０４円 

１時間以上１時間30分未満 ５,８７０円 ５,２８３円 ５８７円 

 

≪通院等介助・身体を伴わない場合≫ 

利用料内訳 

利用時間内訳 
①利用料 ②給付される額 

利用に係る自己

負担額(①－②) 

30分未満 １,０６０円 ９５４円 １０６円 

30分以上１時間未満 １,９７０円 １,７７３円 １９７円 

１時間以上１時間30分未満 ２,７５０円 ２,４７５円 ２７５円 

 

≪同行援護≫ 

利用料内訳 

利用時間内訳 
①利用料 ②給付される額 

利用に係る自己

負担額(①－②) 

30分未満 １,９１０円 １,７１９円 １９１円 

30分以上１時間未満 ３,０２０円 ２,７１８円 ３０２円 

１時間以上１時間30分未満 ４,３６０円 ３,９２４円 ４３６円 

１時間30分以上２時間未満 ５,０１０円 ４,５０９円 ５０１円 

 

≪その他の加算≫ 

利用料内訳 

加算種類 
①利用料 ②給付される額 

利用に係る自己

負担額(①－②) 

初回加算 ２,０００円 １,８００円 ２００円 

緊急時対応加算 

(月２回を限度) 

１回につき 

１,０００円 

 

９００円 

 

１００円 

特別地域加算 所定単位数×１５％＝円／月 

特定事業所加算Ⅱ 所定単位数×１０％＝円／月 

福祉・介護職員等処遇改善 

加算Ⅰ 

所定単位数に乗じた額 

居宅介護×４１.７％ 

同行援護×４１.７％ 

 （備 考） 

  ☆居宅介護に要する時間は、その居宅介護を実施するために国で定められた標準的な所 

  要時間です。 

  ☆上記居宅介護の利用料金は、実際に居宅介護に要した時間ではなく、居宅介護計画に 

  基づき決定された居宅介護サービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づ 

  き、介護給付費体系により計算されます。  

  ☆平常の時間帯（午後８時から午後６時）以外の時間帯で居宅介護サービスを行う場合 

は、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、支給限度額の範囲 

内であれば、給付の対象となります。 

    ・夜間（午後６時から午後１０時まで）：25％  

    ・早朝（午前６時から８時まで）    ：25％  
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  ☆２人の訪問介護員が共同で介護サービスを行う必要がある場合は、利用者の同意の上 

  で、通常の利用料の２倍の料金をいだきます。  

    ２人の訪問介護員が介護サービスを行う場合 

  （例）・体重の重い方に対する入浴介助等の介護サービスを行う場合  

       ・暴力行為などが見られる方へ介護サービスを行う場合 

   ☆介護サービス利用料金の全額自己負担の場合 

    利用者がまだ支給決定を受けていない場合や居宅介護計画が作成されていない場合に 

   は、居宅介護利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。支給認定を受けた後 

   負担額を除く金額が払い戻されます。 
 
居宅介護の給付

対象とならない

介護サービス 

                                
 居宅介護給付の支給限度額を超えて居宅介護サービスを利用される場合

は、居宅介護利用料金の全額が、利用者の負担となります。  

 

  

 お支払い方法  

         

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 前記の利用料は、１か月ごとに計算し請求します。翌月末日までに次の

方法でお支払いください。 

（支払い方法） 当事業所指定の請求書（兼）領収書で次の指定金融 

機関へお支払いください。 

（金融機関）  唐津農協   各支店（旧唐津市農協） 

        唐津信用金庫 本支店 

 

口座振替（自動払込）手数料は本事業所が負担いたします。 

（金融機関）  佐賀銀行 

        唐津信用金庫 

        唐津農協 

        ゆうちょ銀行 
 

  

  

   

 利用の中止、 

  更新、追加 

         

  

 

○利用予定日の前に、利用者の都合により居宅介護の利用を中止、変更ま 

たは新たな居宅介護の利用を追加することができます。 

 この場合には居宅介護の実施日の前日までに事業者に申し出てくださ 

い。ただし受給されているサービス種別や支給量の範囲内で行います。 

〇気象庁による警報発令時、または大雨、強風、積雪等の悪天候、自然災 

害などにより サービスの実施が著しく危険であると事業所が判断した 

ときには、事業者からの申し出により、曜日の変更及び時間変更をお願

いする場合があります。 

 

８．居宅介護の利用に関する留意事項  

  居宅介護の 

 提供を行う 

 訪問介護員 

  居宅介護提供時に、担当の訪問介護員を決定します。  

  ただし、実際のサービス提供にあたっては複数の訪問介護員が交代して

居宅介護を提供します。 

 

  訪問介護員の 

  交替 

 

 

 

○利用者からの交替の申し出  

  選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業

務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、

事業者に対して訪問介護員の交替を申し出ることができます。ただし、ご

利用者から特定の訪問介護員の指名はできません。  
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○事業者からの訪問介護員の交替  

  事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。訪問介護

員を交替する場合は利用者及びそのご家族等に対して居宅介護利用上の不

利益が生じないよう十分に配慮するものとします。  

 

 

  居宅介護 

 実施時の 

 留意事項  

 

 

 

 

 

 

○定められた業務以外の禁止  

  利用者は「当事業所が提供する居宅介護サービス」で定められた居宅介

護以外の業務を事業者に依頼することはできません。 

○居宅介護サービスの実施に関する指示・命令 

  介護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。た

だし、事業者は居宅介護の実施にあたって利用者の事情・意向等に十分に

配慮するものとします。 

○備品等の使用  

  居宅介護実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償

で使用させていただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話も

使用させていただきます。 

 

  居宅介護 

 内容の変更 

 

  居宅介護利用当日に利用者の体調等の理由で予定されていた居宅介護の

実施ができない場合には、居宅介護内容の変更を行います。その場合事業

者は、変更した介護サービスの内容と時間に応じた居宅介護利用料金を請

求します。  

 

  訪問介護員の 

  禁止行為 

 

 

 

 

 

 

  訪問介護員は、利用者に対する居宅介護の提供にあたって、次に該当す

る行為は行いません。 

 ○医療行為  

 ○利用者もしくはそのご家族等からの金銭または高価な物品の授受  

 ○利用者の家族等に対する居宅介護の提供  

 ○飲酒及び利用者もしくはそのご家族等の同意なしに行う喫煙  

 ○利用者もしくはそのご家族等に対して行う宗教活動、政治活動、 

営利活動  

 ○その他利用者もしくはそのご家族等に行う迷惑行為  

 

  秘密保持 

 

  訪問介護員は業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密は守ります。

個別支援会議等において利用者の個人情報を用いる場合は、利用者又はご

家族の同意をあらかじめ同意書で得た上で行います。 

  

 

 

 

  緊急時の対応 

 

 

 

 

 

 居宅介護及び同行援護のサービス提供を行っている時利用者の病状の急

変が生じた場合は主治医、救急隊、ご家族等へ連絡をいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

病院名 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主治医 
 

 
電話番号 

 

 

ご家族氏名 
 

 

続 柄 
 

 
電話番号 

 

 

 

  事故発生時の 

 対応 

 利用者に対して、居宅介護を提供したことにより損害賠償すべき事故が

発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。ただし、利用者の過失に
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よる事故の場合は、損害賠償は行いません。 

 

９．虐待の防止について 

当事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止のために、次の対策を講じます。 

○委員会の設置をするとともに、検討結果を従業者に周知徹底します。 

  ○虐待防止に関する責任者を選定しています。 

  
虐待防止に関する責任者     管理者  平山 悦子 

 

  

   ○成年後見制度の利用を支援します。 

   ○苦情解決体制を整備しています。 

   ○従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

  

１０．身体拘束等の適正化について 

   当事業所は、利用者の生命又は身体を保護するために、次の対策を講じます。 

   ○緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

   の状況、理由等必要事項を記録します。 

   ○身体拘束等の適正化ための指針を整備します。 

   ○従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。 

 

１１．苦 情 申 立 先 

  

 

 

 

 当事業所の 

 苦情受付 

 

 

 

 

 

当事業所における苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。 

 苦情受付担当者  介護サービス課長   田﨑 由紀子 

          管 理 者       平山 悦子 

 受付時間     毎週月曜日～金曜日午前８時３０分から午後５時１５分 

 電話番号         ０９５５－７０－２３３５ 

  苦情解決責任者   事務局長 田中 寿幸 

 苦情箱           施設内に設置 

苦情処理の流れ 

  ①居宅介護利用者(家族)からの相談・苦情の申し出 

  ②相談・苦情内容の意向等の確認と記録 

  ③受けた相談・苦情及びその改善状況等責任者へ報告・助言 

 その他の苦情 

 受付機関 

  唐津市役所 障がい者支援課 所在地 唐津市東城内１番３号 

 電話番号         ０９５５－７２－９１５０ 

 

１２．第三者評価の実施 

   

 障害福祉サービスの第三者評価は実施していません。 

 

 

 

  私は、本書面に基づいて当社会福祉協議会職員（職名     氏名        ） 

  から上記重要事項の説明を受けたことを確認します。 
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                                                   令和    年   月   日 

 

  利  用  者      住 所 

 

                  氏 名                                       

 

   

 

  ご利用者の家族  住 所 

 

                    氏 名                                       

                   

           続 柄 


